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平成２８年（あ）第１４８５号 強盗殺人，営利・生命身体加害略取，逮捕・
監禁，死体損壊・遺棄，窃盗，住居侵入，窃盗未遂被告事件 
平成３１年２月１２日 第三小法廷判決 
 

            主     文 

       本件上告を棄却する。 

            理     由 

 弁護人田島浩，同小田幸児，同本多貞雅の上告趣意のうち，死刑制度に関して憲

法１３条，３１条，３６条違反をいう点は，死刑制度が憲法のこれらの規定に違反

しないことは当裁判所の判例（最高裁昭和２２年（れ）第１１９号同２３年３月１

２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁，最高裁昭和２６年（れ）第２５１８号同

３０年４月６日大法廷判決・刑集９巻４号６６３頁，最高裁昭和３２年（あ）第２

２４７号同３６年７月１９日大法廷判決・刑集１５巻７号１１０６頁）とするとこ

ろであるから，理由がなく，その余は，憲法違反をいう点を含め，実質は単なる法

令違反，事実誤認，量刑不当の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たら

ない。 

 なお，所論に鑑み記録を調査しても，本件につき，刑訴法４１１条を適用すべき

ものとは認められない。 

 付言すると，本件は，被告人が，仕事をしていなかったにもかかわらず仕事で金

が入るなどと内妻に対して述べていたところ，このうそが露見することを恐れ，ま

とまった金を手に入れようとして犯行に及んだ下記２件の強盗殺人等の事案であ

る。すなわち，被告人は，(1)買物帰りの客から金品を強取した後同人を殺害しよ

うと企て，堺市内の駐車場において，駐車中の自動車に乗り込もうとしていた女性

（当時６７歳）を同車に押し込み，同人の目及び口に粘着テープを貼り付け両手首

及び両足首に粘着テープを巻き付けるなどの暴行，脅迫を加えて同人の身体を拘束

し，同車を発進させて同車ごと現金約３１万円，キャッシュカード等を強取し，同

車を大阪府河内長野市内の路上に停車させ，同人から前記キャッシュカードの暗証

番号を聞き出すや同人の顔面に食品包装用のラップフィルムを密着させて巻き付
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け，窒息死させて殺害し（営利・生命身体加害略取，逮捕・監禁，強盗殺人），同

市内の山林で同人の遺体を焼却してその骨片等を投棄するなどし（死体損壊・遺

棄），前記キャッシュカードを使用して現金自動預払機から現金５万円を引き出し

（窃盗），(2)知人で元会社役員の男性（当時８４歳）から金品を強取した後同人

を殺害しようと企て，堺市内の同人方に宅配便の配達員を装って侵入した上，同人

の目及び口に粘着テープを貼り付け両手首及び両足首をそれぞれ結束バンドで拘束

するなどの暴行，脅迫を加え，現金約８０万円，クレジットカード等を強取し，同

人から前記クレジットカードの暗証番号を聞き出すや同人の顔面に食品包装用のラ

ップフィルムを密着させて巻き付け，遷延性窒息により死亡させて殺害し（住居侵

入，強盗殺人），前記クレジットカードを現金自動預払機に挿入して現金を引き出

そうとしたが，未遂に終わった（窃盗未遂）ものである。各強盗殺人の犯行は，別

個の機会に，いずれも被害者殺害に用いるための食品包装用のラップフィルムをあ

らかじめ用意して行われた，強固な殺意及び財物奪取の意思に基づく計画的なもの

であり，殺害方法も冷酷というほかない。被害者らに全く落ち度はない。市井にお

いて平穏に生活していた２名の生命が奪われた結果は重大であって，遺族らは厳し

い処罰感情を抱いている。動機も身勝手というほかなく，経緯を含めて酌量の余地

はない。 

 以上のような事情に照らせば，被告人の刑事責任は極めて重大というほかなく，

被告人が反省の態度を示していることなど，被告人のために酌むべき事情を十分考

慮しても，原判決が維持した第１審判決の死刑の科刑は，やむを得ないものとし

て，当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 

 よって，刑訴法４１４条，３９６条，１８１条１項ただし書により，裁判官全員

一致の意見で，主文のとおり判決する。 
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